
公立大学法人神戸市看護大学市内就職奨励金支給規程施行細則の一部を改正する細則をこ

こに公布する。 

2025年３月13日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学細則第17号 

公立大学法人神戸市看護大学市内就職奨励金支給規程施行細則の一部を改正する細則 

公立大学法人神戸市看護大学市内就職奨励金支給規程施行細則（2022年11月10日細則第５

号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

（支給対象勤続年数） （支給対象勤続年数） 

第４条  規程第２条第１項第４号に規定す

る細則で定める勤続年数は，次の区分に応

じ，当該各号に掲げる年数とする。 

第４条  規程第２条第１項第４号に規定す

る細則で定める勤続年数は，次の区分に応

じ，当該各号に掲げる年数とする。 

(１) １回目 神戸市看護大学看護学部

を卒業した年の４月１日から第６条第

１項に規定する申請期限（以下この条に

おいて「申請期限」という。）までの間

で１年 

(１) １回目 神戸市看護大学看護学部

を卒業した月の翌月１日から第６条第

１項に規定する申請期限（以下この条に

おいて「申請期限」という。）までの間

で１年 

(２)～（３） 略  

（就職奨励金の申請期限） （就職奨励金の申請期限） 

第６条  規程第４条に定める細則で定める

期日は，神戸市看護大学看護学部を卒業し

た日の翌日から６年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業した月の

翌月１日から起算して５年を経過した日

から６年を経過した日までの期間に第４

条に規定する支給対象勤続年数が含まれ

る場合に限り，申請期限を６年６か月とす

る。 

第６条  規程第４条に定める細則で定める

期日は，神戸市看護大学看護学部を卒業し

た月の翌月１日から６年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，卒業した月の

翌月１日から起算して５年を経過した日

から６年を経過した日までの期間に第４

条に規定する支給対象勤続年数が含まれ

る場合に限り，申請期限を６年６か月とす

る。 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 



（改正前） （改正後） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係） 



（改正前） （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この細則は，2025 年４月１日から施行する。 

 

 


